令和８年度 インフルエンザワクチン接種に対する助成要綱（案）

令和 ８年 ３月 ２６日 制定
一般社団法人宮崎県トラック協会

一般社団法人宮崎県トラック協会では、会員事業者（取扱業者を除く）の従業員に対する感染症の予防対策として、従業員が行うインフルエンザワクチンの接種に対し、助成金を支出するものとする。
１．助 成 金
実施期間中１人１回限り１，０００円を助成する。
２．対 象 者
会員事業者の従業員であり、宮崎県内の営業所に所属する者を対象とする。ただし、前年度会費未納事業者は助成対象外とする。
３．支出対象人員限度数令和７年１２月末日現在での事業用自動車の車両数（令和８年度会員名簿記載台数）以内とする。
４．助成対象実施期間
令和８年１０月１日から令和８年１２月３１日までの接種分とする。
５．実施報告及び支出方法
（1） 会員事業者から提出された実施報告書（様式１）により支出する。
（2） 実施報告書には、実施者名簿（様式２）とともに宮崎県内の医療機関が発行するインフルエンザワクチン接種を実施した事がわかる、個人名又は会社名の記載された領収書の写しを添付すること。県外の医療機関は対象外とするが、居住する県外隣接地域の医療機関は対象とする。
（3） 当該年度分の実施報告書の最終提出期限は、令和９年３月１５日（必着）までとする。
６．そ の 他
不正な申請により助成金の受領が判明した場合は、助成金の返還を求める。
この要綱は、令和８年１０月１日から適用する。

